
訪問診療等協力金（施設訪問診療等協力機関）対象判断チャート 

保健所等 
との調整 

医師の 
派遣 

診療方法 

協力金・往診等経費の 
いずれも対象外 

★往診等経費 
看護師 18 千円 
（診療患者 1 人につき 1 日当たり） 

診療方法 

★協力金 
 診療患者数 1 対象施設当たり 

1 施設⽬ 1〜5 人 300 千円 
 6〜10 人 370 千円 
 11〜15 人 440 千円 
 16〜20 人 510 千円 
 21〜25 人 580 千円 
 26〜30 人 650 千円 
 31〜35 人 720 千円 
 36〜40 人 790 千円 
 41〜45 人 860 千円 
 46〜50 人 930 千円 
 51 人〜  1,000 千円 

2 施設⽬以降  300 千円 
※ ２施設以上の施設において往診等を実施した場合は、診

療を行った患者数が最も多かった施設に係る協力金につい
て、１施設⽬の単価を適用する。 

※ １施設⽬の協力金を交付後、２施設⽬以降の診療患者数
が増えたことに伴い協力金の額が変わる場合は、差額を交
付（変更交付申請書（第２号様式）の提出が必要）する。 

職種 

診療方法 

★往診等経費 
看護師 18 千円 
（診療患者１人につき１日当たり） 

同一患者に対する 
診療回数 

なし 

往診 

オンライン 
・電話 

あり 

電話 

往診・ 
オンライン 

診療方法 

診療方法 

オンライン 
・電話 

往診 

★往診等経費 
医師 30 千円 
（診療患者１人につき１日当たり） 

２回⽬ 

オンライン 
・電話 

往診 

１回⽬ 

往診・ 
オンライン 

往診等経費 
は対象外 

電話 

往診等経費 
は対象外 

往診等経費の 
判断フローへ 

看護師の 
往診等経費 

医師の 
往診等経費 


